
第１９回 田沢湖・角館・西木合併協議会  

 

            日時 平成16年12月24日（金）  午後１時30分  

            場所 西木村総合開発センター 集会室  

 

 

会議次第  

 

１．開 会  

 

２．会長あいさつ  

 

３．会議録署名委員の指名について  

 

４．議 題  

  協議案第６号  新市の事務所の位置について（継続協議） 

   協議案第６０号 事務組織及び機構の取扱いについて 

   協議案第６１号 病院及び診療所の取扱いについて 

 

 その他  

 

５．閉 会  

 

 

 



合 併 協 定 項 目 

                                                                                （その１） 

NO． 項  目  名 提出月日 確認月日 

  １ 合併の方式について H15. 4.10 第１回 H15. 4.10 第１回 

合併の期日について H15. 4.10 第１回     ２ 

（協議細目） 合併目標期日について H15. 4.10 第１回 H15. 4.10 第１回 

  ３ 新市の名称について H15. 5.23 第２回 H16. 6.16 第５回 

臨 時 

  ４ 新市の事務所の位置について H15. 5.23 第２回   

財産の取扱いについて H15. 5.23 第２回     ５ 

（協議細目） 財産の取扱いについて（その１） H15. 5.23 第２回 H15. 5.23 第２回 

  ６ 一般職の職員の身分の取扱いについて H15. 5.23 第２回 H15. 5.23 第２回 

新市建設計画について H15. 5.23 第２回   

（協議細目） 新市町村計画の概要について H15. 5.23 第２回 H15. 5.23 第２回 

  ７ 

（協定項目） 新市建設計画（素案）について H16. 9.13 第６回 

臨 時 

H16.10.22 第17回 

  ８ 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて H15. 6.27 第３回 H16. 6.16 第５回 

臨 時 

  ９ 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて H15. 6.27 第３回 H16. 6.16 第５回 

臨 時 

地方税の取扱いについて H15. 6.27 第３回 H16. 2.27 第10回 

（協議細目） 地方税の取扱いについて（その１） H15. 6.27 第３回 H15. 7.25 第４回 

１０ 

（協議細目） 地方税の取扱いについて（その２） H16. 1.23 第９回 H16. 2.27 第10回 

１１ 特別職の職員の身分の取扱いについて H15. 7.25 第４回 H15. 7.25 第４回 

１２ 介護保険事業の取扱いについて H15. 7.25 第４回 H15. 7.25 第４回 

１３ 慣行の取扱いについて H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回 

各種事務事業の取扱いについて H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回 

（協議細目） 国際交流・広域交流事業の取扱いにつ 

いて 

H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回 

（協議細目） 電算システム事業の取扱いについて H16. 2.27 第10回 H16. 4.30 第11回 

（協議細目） 広報広聴関係事業の取扱いについて H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回 

（協議細目） 納税関係事業の取扱いについて H16. 1.23 第９回 H16. 2.27 第10回 

（協議細目） 消防防災関係事業の取扱いについて H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

（協議細目） 交通安全関係事業の取扱いについて H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回 

（協議細目） 窓口業務の取扱いについて H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回 

１４ 

（協議細目） 保健衛生事業の取扱いについて H16. 7.22 第14回 H16. 8.23 第15回 

 



合 併 協 定 項 目 

                                                                                （その２） 

NO． 項  目  名 提出月日 確認月日 

（協議細目） 障害者福祉事業の取扱いについて H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

（協議細目） 高齢者福祉事業の取扱いについて H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回 

（協議細目） 児童福祉事業の取扱いについて H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

（協議細目） 保育事業の取扱いについて H16. 6.25 第13回 H16. 9.13 第６回 

臨 時 

（協議細目） 生活保護事業の取扱いについて H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

（協議細目） その他の福祉事業の取扱いについて H16. 7.22 第14回 H16. 8.23 第15回 

（協議細目） 環境衛生事業の取扱いについて H16. 7.22 第14回 H16. 8.23 第15回 

（協議細目） ごみ収集運搬業務事業の取扱いについ 

て 

H16. 2.27 第10回 H16. 4.13 第３回 

臨 時 

（協議細目） 環境対策事業の取扱いについて H16. 2.27 第10回 H16. 4.13 第３回 

臨 時 

（協議細目） 農林水産関係事業の取扱いについて H16. 8.23 第15回 H16. 9.24 第16回 

（協議細目） 商工・観光関係事業の取扱いについて H16. 1.23 第９回 H16. 2.27 第10回 

（協議細目） 勤労者・消費者関連事業の取扱いにつ 

いて 

H16. 1.23 第９回 H16. 2.27 第10回 

（協議細目） 建設関係事業の取扱いについて H16. 1.23 第９回 H16. 2.27 第10回 

（協議細目） 上・下水道事業の取扱いについて H16. 2.27 第10回 H16. 4.13 第３回 

臨 時 

（協議細目） 市（町村）立学校の通学区域の取扱い 

について 

H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

（協議細目） 学校教育事業の取扱いについて H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

（協議細目） 文化振興事業の取扱いについて H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

（協議細目） コミュニティ活動の取扱いについて H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

（協議細目） 社会教育事業の取扱いについて H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

（協議細目） 社会福祉協議会の取扱いについて H16. 9.24 第16回 H16.10.22 第17回 

（協議細目） その他の事業の取扱いについて H16. 7.22 第14回 H16. 8.23 第15回 

（協議細目） 地域交通対策関係事業の取扱いについ 

て 

H16. 2.27 第10回 H16. 4.13 第３回 

臨 時 

 

（協議細目） 病院及び診療所の取扱いについて H16.11.26 第18回   

１５ 条例・規則等の取扱いについて H15. 9.26 第６回 H15.10.24 第７回 

１６ 公共的団体等の取扱いについて H15. 9.26 第６回 H15.10.24 第７回 

１７ 補助金・交付金等の取扱いについて H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

１８ 使用料、手数料等の取扱いについて H16. 1.23 第９回 H16. 2.27 第10回 
 



合 併 協 定 項 目 

                                                                                （その３） 

NO． 項  目  名 提出月日 確認月日 

１９ 行政区の取扱いについて H16. 1.23 第９回 H16. 2.27 第10回 

２０ 一部事務組合等の取扱いについて H16. 6.25 第13回 H16. 9.24 第16回 

（協議細目） 一部事務組合等の取扱いについて 

             （その１）

H16. 6.25 第13回 H16. 7.22 第14回  

（協議細目） 一部事務組合等の取扱いについて 

             （その２）

H16. 8.23 第15回 H16. 9.24 第16回 

２１ 町名・字名の取扱いについて H16. 6.25 第13回 H16. 9.24 第16回 

２２ 国民健康保険事業の取扱いについて H16. 7.22 第14回 H16. 8.23 第15回 

２３ 事務組織及び機構の取扱いについて H16.11.26 第18回   

 



協議案第６号  

 

   新市の事務所の位置について（継続協議）  



協議案第６０号  

 

   事務組織及び機構の取扱いについて  

 

 

 事務組織及び機構の取扱いについて、次のとおり提案する。  



 

協 議 事 項 事務組織及び機構の取扱い 関 係 項 目  

調整の内容 
１ 新市の組織は４部制とし、住民サービスが低下しないように十分配慮する。 

２ 新市の事務組織及び機構は、「新市における事務組織・機構の整備方針」に基づき整備する。 

 

【新市における事務組織・機構の整備方針】 

１ 住民にわかりやすく、利用しやすい組織・機構 

２ 住民の声を適正に反映できる組織・機構 

３ 指揮命令系統を簡素化し、責任の所在が明確な組織・機構 

４ 各庁舎に住民がよく利用する窓口業務を行う「地域センター」を設置する組織・機構 

５ 行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構 

６ 新市建設計画が円滑に遂行できる組織・機構 

            現         況  

田沢湖町 角館町         西木村  

町長部局          (平成１６年４月１日現在)

 総務課、企画振興課、税務課、町民課、福祉課、 

農林課、観光商工課、建設課 

 

収入役 収入役室 

教育委員会 総務教育課、生涯学習課 

水道事業 企業課 

温泉事業 企業課 

病院事業 田沢湖病院 

選挙管理委員会 

農業委員会 事務局 

議会 事務局 

監査委員 

町長部局       (平成１６年４月１日現在)

総務課、企画政策課、税務課、町民サービス課、

福祉課、農政課、商工観光課、建設課、 

まちづくり対策課、上下水道課 

収入役 会計課 

教育委員会 教育課、文化財課 

水道事業 上下水道課 

 

病院事業 公立角館総合病院 

選挙管理委員会 事務局 

農業委員会 事務局 

議会 事務局 

監査委員 

村長部局     (平成１６年４月１日現在) 

総務課、税務住民課、福祉課、環境課、 

産業課、建設課 

 

収入役 出納室 

教育委員会 学務課、生涯学習課 

 

 

 

選挙管理員会 

農業委員会 事務局 

議会 事務局 

監査委員 事務局 

 

一部事務組合 角館町外３か町村公衆衛生施設組合 

 



協議案第６１号  

 

   病院及び診療所の取扱いについて【協定項目２３－３１】  

 

 
 病院及び診療所の取扱いについて、次のとおり提案する。 



協議事項 関　係　項　目

現　　　　　　　　　　　況

病院事業の状況

・施設名 町立田沢湖病院 ・施設名 公立角館総合病院

・開設年月日 昭和33年5月16日 ・開設年月日 昭和28年11月21日

・所在地 ・所在地

・敷地面積  ２４，５５３ ㎡ ・敷地面積 １７，５２９㎡

・建物面積 ・建物面積

　一　　般 　６０床 　一　　般 ２５６床

　　 計 　６０床 　精　　神 １００床

　　 計 ３５６床

・診療科目 ・診療科目

膠原病）、神経精神科、小児科、外科、

整形外科、脳神経外科、泌尿器科、産婦人科、

眼科、耳鼻咽喉科、歯科、皮膚科

（計　１０診療科） （計　１４診療科）

・職員 医      師 　　 ４　人 ・職員 医      師 　１９  人

看  護  師  　３１　人 看  護  師 １６６  人

医療技術者  　　９　人 医療技術者   ４２　人

事 務 職 員  　　９　人 事 務 職 員 　２４　人

そ　の  他  　　５　人 そ　の  他 　２１　人

合　　　計  　５８　人 合　　　計 ２７２　人

   ４１.3人 ３０８.6人

 ２１９.2人 ８０７.8人

調整方針事務事業名

（非常勤、臨時
パート含まない）

 ・１日平均入院患者数（平成15年度）

公立角館総合病院

田沢湖町生保内字浮世坂17番地1

（非常勤、臨時
パート含まない）

 ・１日平均外来患者数（平成15年度）

 ・１日平均入院患者数（平成15年度）

 ・１日平均外来患者数（平成15年度）

鉄筋コンクリート造　地上５階建て鉄筋コンクリート造　２階建て

延面積６，１５６．９㎡　(附属建物含む）

内科、外科、整形外科、循環器科、呼吸器科、 消化器科、呼吸器科、循環器科（血液・腎臓・

耳鼻咽喉科

アレルギー科、神経内科、脳神経外科、皮膚科、

 　病院・診療所の取扱い

調整の内容

　
病院については、新市に
引き継ぐものとし、名称
を市立田沢湖病院、市立
角館総合病院とする。

延面積　１４，２３０．４㎡

角館町岩瀬字上野１８番地

　１．病院については、新市に引き継ぐものとし、名称を市立田沢湖病院、市立角館総合病院とする。
　２．病院事業については、地方公営企業法の全部適用とし、事務の体制等については合併時までに調整する。
　３．診療に係る諸証明の手数料（主な文書料）については、合併後に統一するよう調整する。
　４．診療所については、新市に引き継ぐものとし、体制や運営等については合併時までに調整する。

町立田沢湖病院



現　　　　　　　　　　　況

・予算形式 企業会計（財務適用） ・予算形式 企業会計　（公営企業法全部適用）

　１５年度決算額 病院事業収益　１，１４１，４１３，９０６円 　１５年度決算額 病院事業収益　４，１７４，４８２，６００円

病院事業費用　１，１９２，４９０，３８１円 病院事業費用　４，２１５，１９０，５３１円

差引　　　　　　　△５１，０７６，４７５円 差引　　　　　　　△４０，７０７，９３１円

・診療時間 ・診療時間

・救急に関する事項 救急告示病院 ・救急に関する事項 救急告示病院

病院群輪番制実施病院

手数料の状況

　　諸証明書 １，０５０円 　　証明書 ２,１００円

　　身体検査書 １，０５０円 　　身体検査書 ２,１００円

１，０５０円 ２,１００円

３，１５０円 ５,２５０円

３，１５０円 ５，２５０円

３，１５０円 ５，２５０円

５，２５０円 　　裁判用診断書    １０，５００円

３，１５０円 ５，２５０円

３，１５０円 ５，２５０円

２，１００円
１通増す毎に520円を加算

　　死亡診断書 ４，２００円

・死体処置料 　　　１体につき ２，１００円 ・死体処置料 伝染病の場合１体につき ３，６７５円

時間外１体につき ３，１５０円 その他の場合１体につき ３，１５０円

深夜　１体につき ４，２００円

　　諸種年金受給用診断書

　　身体障害者診断書

　　診断書（複雑なもの）

    死亡診断書（１通につき）

調整方針

（地域内の病院が共同連帯して、輪番制方式で重症救急患者
を受入れし入院治療を実施する体制のこと。大曲仙北地区は
３病院で輪番制を実施）

・文書料（主なもの） ・文書料（主なもの）

病院事業については、地方
公営企業法の全部適用と
し、事務の体制等について
は合併時までに調整する。

診療時間午前8時30分～午後
5時15分に統一する

救急業務は現状のまま継続
する

　
診療に係る諸証明の手数料
（主な文書料）について
は、合併後に統一するよう
調整する。

公立角館総合病院
事務事業名

町立田沢湖病院

　　診断書（複雑なもの）

　　諸種年金受給用診断書

　　身体障害者用診断書

　　生命保険請求死亡診断書

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

午前８時３０分～午後５時１５分

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

午前８時４５分～午後５時１５分

手数料（診療に係る諸証明等）手数料（診療に係る諸証明等）

　　診断書（簡単なもの）

　　自動車損害賠償責任保険請求用診断書 　　自動車損害賠償責任保険診断明細書

　　裁判に使用する診断書

　　生命保険請求死亡診断書

　　診断書（簡単なもの）



現　　　　　　　　　　　況

使用料の状況 使用料等 　使用料等

　・入院室料（普通入院以外の室料差額）　１日につき

２，１００円 ３，６７５円

２，１００円

　　　　　　１人部屋 １，２６０円

１，２６０円

　　８４０円

現　　　　　　　　　　　況

田沢湖町 角館町 西木村

診療所の状況 ・歯科診療所 ・診療所

　田沢湖町歯科診療所 　西明寺診療所

　（田沢湖町生保内字浮世坂17番地1） 　（西木村門屋字道目木319番地1）

・予算形式 　桧木内診療所

　一般会計 　（西木村下桧木内字松葉232番地）

・予算形式

　特別会計（普通会計）

事務事業名

　　　　　　個　室

事務事業名

調整方針

　
療養環境等に差異があるた
め現状のとおり存続とす
る。　　　　　　特別室Ａ

　　　　　　特別室Ｂ

　　　　　　２人部屋

　　　　　　２人部屋を１人で使用するとき

調整方針
町立田沢湖病院 公立角館総合病院

診療所については、新市に
引き継ぐものとし、体制や
運営等については合併時ま
でに調整する。

・個室料金　１日につき

 


